様式第13号(第13条関係)
県立自然公園特別地域内行為許可申請書

　鳥取県生活環境部自然共生社会局自然共生課長　様

　　鳥取県立自然公園条例第11条第3項の規定による許可を受けたいので、次のとおり申請します。

　　　　年　　月　　日

	申請者
	郵便番号

住所

(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
氏名　　　　　　　　　　　　　　印

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号


	行為の種類
	　(該当する番号を○で囲むこと。)

1　工作物の新築、改築又は増築

2　木竹の伐採

3　鉱物(土石)の掘採(採取)

4　水位(量)の増減

5　広告物等の設置等

6　土石等の集積又は貯蔵

7　水面の埋立て又は干拓

8　土地の開墾又は形状変更

9　高山植物等の採取又は損傷

10　動物又はその卵の捕獲、殺傷等

11　屋根等の色彩の変更

12　指定区域内への立入り

13　指定区域内における車馬の使用等

	行為の目的
	　

	行為の場所
	　

	行為地及びその付近の状況
	　

	行為の施行方法
	別紙のとおり

	行為の着手及び完了の予定日
	　

	備考
	　


注　1　氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。

　　2　備考欄には、当該行為が法令又は他の条例の規定により行政庁の許可、認可その他の処分又は届出を必要とするものであるときは、その処分又は届出の名称、その処分の申請又は届出の年月日、許可、認可等の年月日及び許可、認可等又は届出の番号を記載すること。
　　3　行為の施行方法は、別紙とし、行為の種類に応じ、次に掲げる事項を記載すること。

	　
	1　工作物の新築、改築又は増築
	1　工作物の種類
2　敷地の面積
3　規模及び構造
4　主要材料
5　外部の仕上げ及び色彩
6　関連行為の概要
7　工事施行後の周辺の取扱い

	
	2　木竹の伐採
	1　林況(林種、樹種、林令、森林全面積及び総蓄積)
2　伐採種別(主伐、皆伐、単木択伐､塊状択伐､間伐等)
3　伐採面積
4　平均樹齢
5　平均胸高直径
6　伐採材積
7　伐採材積歩合
8　伐採設備
9　伐採跡地の取扱い
10　関連行為の概要

	
	3　鉱物(土石)の掘採(採取)
	1　鉱物又は土石の種類
2　採取方法の種別(露天堀、坑道堀、横坑道、縦坑、斜坑等)
3　掘採又は採取の量

4　土地形質変更の面積
5　掘採又は採取後の土地形質の状況
6　掘採又は採取による土地形質変更後の取扱い
7　関連行為の概要
8　掘採又は採取後の周辺の取扱い

	
	4　水位(量)の増減
	1　水位又は水量の増減の原因となる行為
2　水位又は水量の増減の及ぶ範囲
3　水位又は水量の増減の量及び時期、施行設備
4　工事施行設備
5　関連行為の概要

	
	5　広告物等の設置等
	1　広告物等の種類
2　工作物として設置する場合の敷地面積
3　工作物等に掲出し、又は表示する場合の工作物等の種類
4　規模、構造、主要材料、色彩、表示の内容及び仕様の概要

	
	6　土石等の集積又は貯蔵
	1　集積物又は貯蔵物の種類
2　集積又は貯蔵の規模
3　集積又は貯蔵の方法
4　土地使用面積
5　関連行為の概要

6　集積又は貯蔵のための設備

7　集積又は貯蔵後の跡地の取扱い

	
	7　水面埋立て又は干拓
	1　埋立又は干拓の面積
2　工事の施行方法
3　埋立又は干拓後の取扱い
4　関連行為の概要
5　埋立又は干拓後の周辺の取扱い

	
	8　土地の開墾又は形状変更
	1　土地の形状変更の原因となる行為
2　行為地の状況
3　施行面積
4　施行に伴う土地の形状変更状況
5　施行設備
6　施行後の取扱い

	
	9　高山植物等の採取又は損傷
	1　採取物又は損傷物の種類
2　採取物又は損傷物の数量
3　採取又は損傷の方法

	
	10　動物又はその卵の捕獲、殺傷等
	1　動物又は卵の種類

2　捕獲、殺傷等をする数量

3　捕獲、殺傷等の方法

4　関連行為の概要

	
	11　屋根等の色彩の変更
	1　色彩を変更する物の種類

2　色彩を変更する箇所及び規模

3　現在の色彩

4　変更後の色彩

	
	12　指定区域内への立入り
	1　立ち入る人数及び氏名

2　立ち入る期間

3　立ち入る経路又は範囲

4　立ち入る方法

5　関連行為の概要

	
	13　指定区域内における車馬の使用等
	1　行為の種類
2　行為の範囲
3　関連行為の概要
4　行為後の取扱い


　添付書類

　　1　行為の場所を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
　　2　行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真
　　3　行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
　　4　行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の断面図
